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�愛媛県告示第６４９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院でなくなった。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名

住友別子病院 新居浜市王子町３番１号
住友金属鉱山株
式会社別子事業
所

�������
�愛媛県告示第６５０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

住友別子病院 新居浜市王子町３番１号 医療法人住友別
子病院

平成２４年
３月３１日
まで

�愛媛県告示第６５１号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２１年４月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年６厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年６厘５毛
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�愛媛県告示第６５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市計画道路の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第６５３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市計画道路の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第６５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市計画用途地域

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第６５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市禎瑞上部土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２１年５月１２日

愛媛県東予地方局長 佐伯 隆志

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 井 清 美 西条市禎瑞３３０番地

�愛媛県告示第６５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年６厘 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年６厘５毛

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２１年５月１２日 第２０６４号

４７９
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�愛媛県告示第６５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成２１年５月１２日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 英 吾 八幡浜市１５５７番地の１

〃 清 家 金 嗣 宇和島市吉田町立間１－５８７番地

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年５月１２日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第６５９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年５月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮２３４番２から

同町新宮２５６番６まで
平成２１年５月１４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第５号

平成２１年４月３０日
伊予郡松前町大字大溝字叶田１２７番１０

伊予郡松前町大字大溝１２７番地５

田 中 崇 士

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第３８１号 平成１７年
７月８日 ㈱藤堂組 藤堂 光生 宇和島市津島町岩渕甲８３

８
平成２１年
３月３日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１７）第１５７７４号 平成１７年
７月８日 ㈲慎栄ガーデン 小野美智子 喜多郡内子町五百木２０１８ 平成２１年

３月１６日 造園工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５２０５号 平成１７年
４月２７日 成田工務店 成田 尚成 喜多郡内子町内子２５５３ 平成２１年

３月１９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５１７０号 平成１７年
４月１１日 高瀬鉄筋工業 高瀬 満 大洲市若宮２７８－１８ 平成２１年

３月２５日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１４１４１号 平成２０年
１１月１９日 井上組 谷出 利夫 宇和島市丸穂町４－１－

２７
平成２１年
３月２６日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１５０９６号 平成１９年
８月９日 伊吹工業㈲ 入口 哲 宇和島市伊吹町２５６－２ 平成２１年

３月２６日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年５月１２日 第２０６４号

４８０



道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市五反田２番耕地３４番１から

同市五反田２番耕地６７番１３まで
平成２１年５月１２日

平成２１年５月１２日 発行

愛 媛 県 報平成２１年５月１２日 第２０６４号

４８１


